
 
平成１８年５月１８日 

各 位 

                         会社名  三機工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 宅 清光 

（コード番号１９６１ 東証・大証・名証第１部） 

問い合わせ先 取締役常務執行役員 

 有馬修一郎 

（TEL 03-3271-6651） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成18年 6月 28日開催予定の当社第82回定時株主総会に、

下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由および趣旨 

(1) ｢会社法｣（平成17年法律第86号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、所要の変更 

を行うものであります。主なものは以下のとおりであります。 

  ① 単元未満株式についての権利内容を合理的な範囲に限定するための規定を新設するものであり 

ます（変更案第10条）。 

  ② インターネットを利用する方法で株主総会参考書類等を開示することができる規定を新設する 

ものであります（変更案第17条）。 

  ③ 議決権の代理行使の人数を明確にするため、所要の変更を行うものであります（変更案第19 

条）。 

  ④ 取締役会を機動的に運営するため、その決議について書面または電磁的記録により承認を行う 

ことができる規定を新設するものであります（変更案第 27条）。 

  ⑤ 取締役および監査役の責任軽減を定めるとともに、社外取締役、社外監査役との間で損害賠償 

責任に関する契約を締結するための規定を新設するものであります（変更案第28条、第36条）。 

  ⑥ その他、規定の加除、用語・文言の修正・加除、形式の統一、条数の繰り下げ等、全般にわた 

って変更を行うものであります。 

 (2) 効果的で経済的な情報開示方法である電子公告制度を採用するため、所要の変更をするものであ 

ります（変更案第５条）。 

 

２．変更の内容 

  定款変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日 程 

  定款変更の効力発生日（株主総会開催日）   平成 18年 6月 28日 

 

以 上 

 



 
＜定款変更の内容＞  
                           (下線は変更部分であります｡) 

現 行 定 款 定 款 変 更 案 

 
第１章 総   則 

 

第１条 当会社は三機工業株式会社と称し、英文で 

はＳＡＮＫＩ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ  

ＣＯ.,ＬＴＤ．と表示する。 

 
第１章 総   則 

 

第１条 当会社は、三機工業株式会社と称し、英文 

ではＳＡＮＫＩ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ  

ＣＯ.,ＬＴＤ．と表示する。 

第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とす 

る。 

 １．各種建築材料の製造及び販売    

 ２．運搬機械、その他鉱山用機械及び化学用機械 

の設計、製造、販売並びに同機械設備の設計、 

施工及び監理 

 ３．建築及び土木工事の設計、施工及び監理 

 ４．空調、冷熱、衛生水道、厨房、電気、消防そ 

の他機械設備の設計、施工、監理並びにこれ 

らに関する機器の設計、製造及び販売 

 ５．情報通信システムの設計、施工、監理及び技 

術サービスの提供並びに情報通信機器及びコ 

ンピュータのソフトウェアの製作、販売、リ 

ース及び賃貸 

 ６．上下水道、産業廃水、その他廃棄物処理等の 

環境保全設備の設計、施工、監理並びに同機 

器の設計、製造及び販売 

 ７．不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲 

介並びに鑑定 

 ８．発電施設、庁舎、教育文化施設、医療施設、 

上下水道処理施設、廃棄物処理施設等の公共 

施設並びにこれに準ずる施設の企画、建設、 

保有、維持管理及び運営 

 ９．労働者派遣業務 

 10．建物・設備の保守管理、警備及び清掃業務 

 11．前各号に関するコンサルティング業務 

 12．前各号に関連する一切の事業 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす 

る。 

 １．各種建築材料の製造及び販売    

 ２．運搬機械、その他鉱山用機械及び化学用機械 

の設計、製造、販売並びに同機械設備の設計、 

施工及び監理 

 ３．建築及び土木工事の設計、施工及び監理 

 ４．空調、冷熱、衛生水道、厨房、電気、消防そ 

の他機械設備の設計、施工、監理並びにこれ 

らに関する機器の設計、製造及び販売 

 ５．情報通信システムの設計、施工、監理及び技 

術サービスの提供並びに情報通信機器及びコ 

ンピュータのソフトウェアの製作、販売、リ 

ース及び賃貸 

 ６．上下水道、産業廃水、その他廃棄物処理等の 

環境保全設備の設計、施工、監理並びに同機 

器の設計、製造及び販売 

 ７．不動産の売買、賃貸借、管理及びこれらの仲 

介並びに鑑定 

 ８．発電施設、庁舎、教育文化施設、医療施設、 

上下水道処理施設、廃棄物処理施設等の公共 

施設並びにこれに準ずる施設の企画、建設、 

保有、維持管理及び運営 

 ９．労働者派遣業務 

 10．建物・設備の保守管理、警備及び清掃業務 

 11．前各号に関するコンサルティング業務 

 12．前各号に関連する一切の事業 

第３条 当会社は本店を東京都中央区に置く。 

 

 

 

 

第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

（新 設） 

 

 

 
 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の 

機関を置く。 

 １．取締役会 

 ２．監査役 

 ３．監査役会 

 ４．会計監査人 

第４条 当会社の公告は東京都で発行する日本経済 

新聞に掲載する。 

 

 

 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た 

だし、事故その他やむを得ない事由によって 

電子公告による公告をすることができない場 

合は、東京都で発行する日本経済新聞に掲載 

して行う。 
             

第２章 株     式 

  

第５条 当会社の発行する株式の総数は１億 9,294 

万５千株とする。ただし、株式の消却が行 

われた場合には、これに相当する株式数を 

減ずる。 

 
第２章 株     式 

  

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１億 9,294 

万５千株とする。 

（新 設） 第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第６条 当会社は、商法第211条ノ３第１項第２号 

の規定により、取締役会の決議をもって自 

己株式を買受けることができる。 

第８条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定に 

より、取締役会の決議によって自己の株式 

を取得することができる。 

第７条 当会社の１単元の株式の数は１千株とす 

る。 

    当会社は、１単元の株式の数に満たない株 

式（以下「単元未満株式」という。）に係 

わる株券を発行しない。ただし、株式取扱 

規程に定めるところについてはこの限りで 

    ない。 

第９条 当会社の単元株式数は、１千株とする。 

    

 当会社は、第７条の規定にかかわらず、単 

元未満株式に係る株券を発行しない。ただ 

し、株式取扱規程に定めるところについて 

はこの限りでない。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同 

じ。）は、その有する単元未満株式につ 

いて、次に掲げる権利以外の権利を行使 

することができない。 

 １．会社法第 189条第２項各号に掲げる権利 

 ２．会社法第 166条第１項の規定による請求をす 

る権利 

 ３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当 

て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

 ４．次条に定める請求をする権利 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

第８条 当会社の単元未満株式を有する株主（実質 

株主を含む。以下同じ。）は、株式取扱規 

程に定めるところにより、その単元未満株 

式の数と併せて１単元の株式の数となるべ 

き数の株式を売渡すべき旨を請求すること 

ができる。 

第１１条 当会社の株主は、株式取扱規程に定める 

ところにより、その有する単元未満株式 

の数と併せて単元株式数となる数の株式 

を売渡すことを請求することができる。 

 

第９条 当会社の株券の種類、株式の名義書換、株 

券の交付、株券喪失登録、単元未満株式の 

買取り及び買増し、その他株式に関する手 

続等については取締役会の定める株式取扱 

規程によるものとする。 

第１２条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料 

は、法令または本定款のほか、取締役会 

において定める株式取扱規程による。 

第１０条 当会社は株式につき名義書換代理人を置 

く。 

名義書換代理人及びその事務取扱場所 

は、取締役会の決議によって選定し、こ 

    れを公告する。 

    当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。 

以下同じ。）及び株券喪失登録簿は、名 

義書換代理人の事務取扱場所に備え置 

き、株式の名義書換、株券の交付、株券 

喪失登録、単元未満株式の買取り及び買 

増し、その他株式に関する事務は、名義 

書換代理人に取扱わせ、当会社において 

は、これを取扱わない。 

第１３条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  

     株主名簿管理人及びその事務取扱場所 

は、取締役会の決議によって定め、こ 

れを公告する。 

    当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。 

以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪失 

登録簿の作成並びに備置きその他の株主 

名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿 

に関する事務は、株主名簿管理人に委託 

し、当会社においては、これを取扱わない。 

第１１条 当会社は毎年３月 31日の最終の株主名 

簿に記載または記録された議決権を有す 

る株主をもって、その決算期の定時株主 

総会において権利を行使すべき株主とす 

る。 

     前項その他定款に定めがある場合のほ 

か、必要あるときは、あらかじめ公告し 

て、一定の日の最終の株主名簿に記載ま 

たは記録された株主または登録質権者を 

もって、その権利を行使すべき株主また 

は登録質権者とすることができる。 

 

 

 

 

（削 除） 
 
 
 
 

 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 

第１２条 定時株主総会は毎年６月に招集する。 

     臨時株主総会は必要ある場合に随時これ 

を招集する。 

第１４条 定時株主総会は、毎年６月に招集する。 

     臨時株主総会は、必要ある場合に随時こ 

れを招集する。 

（新 設） 第１５条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日 

は、毎年３月 31日とする。 

第１３条 株主総会の議長は社長がこれに当たる。 

     社長に支障あるときは取締役会の決議を 

もって、あらかじめ定めた順序により他 

の取締役がこれに当たる。 

第１６条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。 

社長に支障あるときは、取締役会の決議 

をもって、あらかじめ定めた順序により 

他の取締役がこれに当たる。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第１７条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主 

総会参考書類、事業報告、計算書類およ 

び連結計算書類に記載または表示をすべ 

き事項に係る情報を、法務省令に定める 

ところに従いインターネットを利用する 

方法で開示することにより、株主に対し 

て提供したものとみなすことができる。 

第１４条 株主総会の決議は法令または本定款に別 

段の定めある場合を除き出席株主の議決 

権の過半数をもってこれを行う。 

 

商法第 343条に定める特別決議は、総株 

主の議決権の３分の１以上を有する株主 

が出席し、その議決権の３分の２以上を 

もってこれを行う。 

第１８条 株主総会の決議は、法令または本定款に 

別段の定めがある場合を除き出席した議 

決権を行使することができる株主の議決 

権の過半数をもってこれを行う。 

会社法第 309 条第２項に定める決議は、 

議決権を行使することができる株主の 

議決権の３分の１以上を有する株主が 

出席し、その議決権の３分の２以上を 

もってこれを行う。 

第１５条 株主は当会社の議決権を有する株主を代 

理人としてその議決権の行使を委任する 

ことができる。ただし、株主または代理 

人は株主総会毎に代理権を証明する書面 

を当会社に提出しなければならない。 

第１９条 株主は、当会社の議決権を有する株主１ 

名を代理人としてその議決権の行使を委 

任することができる。ただし、株主また 

は代理人は、株主総会毎に代理権を証明 

する書面を当会社に提出しなければなら 

ない。 

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

第１６条 当会社は取締役12名以内を置く。 第２０条 当会社は、取締役 12名以内を置く。 

 

 

 

 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

第１７条 取締役は株主総会において総株主の議決 

権の３分の１以上を有する株主が出席し 

その決議によって選任する。 

      

取締役選任の決議は累積投票によらな 

い。 

第２１条 取締役は、株主総会において議決権を行 

使することができる株主の議決権の３分 

の１以上を有する株主が出席しその決議 

によって選任する。 

取締役選任の決議は、累積投票によらな 

い。 

第１８条 取締役会の決議をもって会長及び社長各 

１名を選任することができる。 

会社を代表すべき取締役は取締役中よ 

り、取締役会の決議をもって定める。 

第２２条 取締役会の決議をもって会長及び社長各 

１名を選任することができる。 

会社を代表すべき取締役は、取締役会の 

決議をもって定める。 

第１９条 取締役の任期は就任後１年内の最終の決 

算期に関する定時株主総会終了の時に満 

了する。 

補欠または増員によって就任した取締役 

は他の現任取締役の残任期間と同一とす 

る。 

第２３条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了 

する事業年度のうち最終のものに関する 

定時株主総会の終結の時に満了する。 

（削 除） 

第２０条 取締役の報酬及び退職慰労金は株主総会 

において定める。 

 

 

第２４条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 

対価として当会社から受ける財産上の利 

益（以下、「報酬等」という。）は、株主 

総会の決議によって定める。 

第２１条 取締役会は社長がこれを招集する。 

     社長に支障あるときは取締役会の決議を 

もって、あらかじめ定めた順序により他 

の取締役がこれに当たる。 

第２５条 取締役会は、社長がこれを招集する。 

社長に支障あるときは、取締役会の決議 

をもって、あらかじめ定めた順序により 

他の取締役がこれに当たる。 

第２２条 取締役会招集の通知は各取締役及び監査 

役に対し会日より３日前までに発するも 

のとする。ただし、緊急の場合はこれを 

短縮することができる。 

第２６条 取締役会招集の通知は、各取締役及び監 

査役に対し会日より３日前までに発する 

ものとする。ただし、緊急の場合は、こ 

れを短縮することができる。 

第２３条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席 

     し、出席取締役の過半数をもってこれを 

     行う 

（新 設） 

第２７条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席 

し、出席取締役の過半数をもってこれを行 

う。 

当会社は、会社法第 370条の要件を満たす 

場合は、取締役会の決議の目的である事項 

につき、取締役会の決議があったものとみ 

なす。 
 
 
 
 
 
 
 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

（新 設） 

 

第２８条 当会社は、会社法第 426条第１項の規定に 

より、任務を怠ったことによる取締役（取 

締役であった者を含む。）の損害賠償責任 

を、法令の限度において、取締役会の決議 

によって免除することができる。 

当会社は、会社法第 427条第１項の規定に 

より、社外取締役との間に、任務を怠った 

ことによる損害賠償責任を限定する契約 

を締結することができる。ただし、当該契 

約に基づく責任の限度額は、１千万円以上 

であらかじめ定めた金額または法令が規 

定する額のいずれか高い額とする。 

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

第２４条 当会社は監査役５名以内を置く。 

第２５条 監査役は互選をもって常勤の監査役を定 

める。 

第２９条 当会社は、監査役５名以内を置く。 

第３０条 監査役会は、その決議により常勤の監査 

役を選定する。 

第２６条 監査役は株主総会において総株主の議決 

権の３分の１以上を有する株主が出席 

し、その決議によって選任する。 

第３１条 監査役は、株主総会において議決権を行 

使することができる株主の議決権の３分 

の１以上を有する株主が出席し、その決 

議によって選任する。 

第２７条 監査役の任期は就任後４年内の最終の決 

算期に関する定時株主総会終了の時に満 

了する。 

     任期満了前に退任した監査役の補欠とし 

て選任された監査役の任期は、退任した 

監査役の任期の満了すべき時までとす 

る。 

第３２条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了 

する事業年度のうち最終のものに関する 

定時株主総会の終結の時に満了する。 

     任期満了前に退任した監査役の補欠とし 

て選任された監査役の任期は、退任した 

監査役の任期の満了する時までとする。 

第２８条 監査役の報酬及び退職慰労金は株主総会 

において定める。 

第３３条 監査役の報酬等は、株主総会において定 

める。 

第２９条 監査役会招集の通知は各監査役に対し会 

日より３日前までに発するものとする。 

ただし、緊急の場合はこれを短縮するこ 

とができる。 

第３４条 監査役会招集の通知は、各監査役に対し 

会日より３日前までに発するものとする。 

ただし、緊急の場合は、これを短縮する 

ことができる。 

第３０条 監査役会の決議は法令に別段の定めがあ 

る場合を除き監査役の過半数をもってこ 

れを行う。 

第３５条 監査役会の決議は、法令に別段の定めが 

ある場合を除き監査役の過半数をもって 

これを行う。 

 

 



 
現 行 定 款 定 款 変 更 案 

 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 

第３６条 当会社は、会社法 426 条第１項の規定に 

より、任務を怠ったことによる監査役 

（監査役であった者を含む。）の損害賠 

償責任を、法令の限度において、取締役 

会の決議によって免除することができる。 

当会社は、会社法第 427条第１項の規定 

により、社外監査役との間に、任務を怠 

ったことによる損害賠償責任を限定す 

る契約を締結することができる。ただし、 

当該契約に基づく責任の限度額は、１千 

万円以上であらかじめ定めた金額または 

法令が規定する額のいずれか高い額とする。 

 

（新 設） 

            

 

第６章 会計監査人 

 

（新 設） 

 

第３７条 会計監査人は、株主総会において選任す 

る。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第３８条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に 

     終了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時株主総会の終結の時までとする。 

前項の定時株主総会において別段の決議 

がなされないときは、当該定時株主総会 

において再任されたものとする。 

 

第６章 計     算 

 

第３１条 当会社は毎年３月末日を決算期とする。 
 

第７章 計     算 

 

第３９条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から 

翌年３月 31日までの１年とする。 

第３２条 株主配当金は毎決算期現在の最終の株主 

名簿に記載または記録された株主または 

登録質権者に配当する。 

（新 設） 

第４０条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 

31日とする。 

 

    前項のほか、基準日を定めて剰余金の配 

当をすることができる。 

第３３条 当会社は取締役会の決議により毎年９月 

末日現在の最終の株主名簿に記載また 

は記録された株主または登録質権者に 

対して中間配当をすることができる。 

 

 

第４１条 当会社は、取締役会の決議により毎年９ 

月 30日を基準日として中間配当をする 

ことができる。 
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第３４条 株主配当金及び中間配当金については支 

     払開始の日より満３年を経過してなお受 

領されないときは当会社に帰属する。 

第４２条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の 

日より満３年を経過してなお受領されな 

いときは当会社に帰属する。 

附 則 

 

第１条 第３条の変更は平成１７年１０月末日まで 

    に開催される取締役会において決定する本 

    店移転日をもって効力を生ずるものとす 

る。なお、本附則は効力発生日経過後これ 

を削除する。 

     
 

（削 除） 
 

  （注）上記変更案は、本日開催の取締役会で決議した内容ですが、きたる6月 28日開催の株主総会 

    に上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。 

以 上 


